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堺市指定管理者の情報公開の推進に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、堺市情報公開条例（平成１４年条例第３７号。以下「条例」という。）

第３６条の２第２項の規定に基づき、同条第１項に規定する指定管理者（以下単に「指

定管理者」という。）が保有する情報（公の施設の管理に関するものに限る。以下同じ。）

の公開を推進するために必要な事項を定める。 

（情報の提供等） 

第２条 市長は、市民が指定管理者に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、指定管

理者の性格及び業務内容に応じ、法令の規定に基づく権限を適切に行使して情報の収集

に努め、その情報の提供と公表を行うものとする。 

（準則の制定等） 

第３条 市長は、指定管理者の情報公開の推進を補完するため、指定管理者の情報公開に

関する準則を定めるものとする。 

２ 市長は、指定管理者に対し、情報公開に関する規程の整備、文書の管理、当該規程の

適正な運用その他必要な事項について指導を行うものとする。 

（異議の申出に対する措置） 

第４条 市長は、指定管理者が公開の申出に対する決定について異議の申出を受けたとき

は、その取扱いについて市と協議するよう指導するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による協議において、必要と認めるときは、堺市情報公開審査会

の意見を聴くものとする。 

（指定管理者に係る資料の公開） 

第５条 市長は、条例、規則その他の規程又は指定管理者に係る協定書に基づき指定管理

者から事業報告書その他の書類の提出があったときは、市政情報センターにおいてこれ

らの書類を一般の閲覧に供するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、前項の書類が次に掲げる情報を含むものであると

きは、当該情報に係る部分を閲覧に供しないことができる。 

(1) 条例第７条第１号に規定する個人情報 

(2) 条例第７条第２号に規定する法人等情報 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に認める情報 

（情報公開規程の公表） 

第６条 市長は、指定管理者が定めた情報公開に関する規程（公開の対象となる文書の目

録を含む。）を市政情報センターにおいて一般の閲覧に供するものとする。 



（実施状況の報告） 

第７条 市長は、毎年度１回、指定管理者の情報公開に関する実施状況について取りまと

め、これを公表するものとする。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、指定管理者の情報公開の推進について必要な事項

は、所管部長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 


